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監 査 結 果 公 表 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項

の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

平成27年２月20日 

新潟県監査委員 野 上 信 子 

新潟県監査委員 小 島   隆 

新潟県監査委員 内 山 五 郎 

新潟県監査委員 田 宮 強 志 
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普通会計

(教育庁)

対象年度 対象期間

平成27年１月６日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成27年１月６日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月19日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月19日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月19日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成27年１月６日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月25日 平成25年度 平成25年10月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年９月30日まで

平成26年12月18日 平成25年度 平成25年10月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年９月30日まで

平成26年12月19日 平成25年度 平成25年10月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年９月30日まで

平成27年１月６日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月19日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月19日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

白根高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新発田南高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

中条高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

見附高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

分水高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

小千谷西高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

塩沢商工高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

十日町総合高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

松代高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

出雲崎高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

高田商業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

有恒高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上
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平成27年１月６日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月25日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成27年１月13日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月８日 平成25年度 平成25年10月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年９月30日まで

(警察本部)

対象年度 対象期間

平成26年12月16日 平成25年度 平成25年11月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

平成26年12月25日 平成25年度 平成25年10月１日から
平成26年３月31日まで

平成26年度 平成26年４月１日から
平成26年10月31日まで

新井高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

糸魚川白嶺高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

長岡聾学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

小出特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

胎内警察署 　適正と認めた。

　　同　　　上

小千谷警察署 　　同　　　上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


